
紳 
性感染症対策について 

感染症の予防及び 感染症の患者に 対する医療に 関する法律 ( 以下「感染症 法 」という ) 

が 施行されたことに 伴い、 性病予防法が 廃止され、 平成Ⅱ年 4 月から感染症 法 に基づく 
対策となった。 
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性器ヘルペスウイルス 感染症、 

イ 特定感染症予防指針の 策定 
感染症 法 第 1 「条枝 ぴ 施行規則第 2 条に基づき、 特に総合的に 予防のために 施策 

を 推進する必要にあ る疾患として 特定感染症予防指針を 作成し、 公表する疾病とし 
て 、 後天性免疫不全症候群及びインフルエンザとともに 性器クラミジア 感染症、 性器 
ヘルペスウイルス 感染症、 尖圭 コン ジ ローマ、 梅毒及 び 淋菌感染症が 規定 ( 性感染 
症 に関する特定感染症予防指針は、 平成 ]2 年 2 月 2 日厚生省告示 第 15 号により、 
官報で公表 ) 

来現在、 エイズ・性感染症 ヮ一 キンググルーフにおいて、 性感染症に関する 
特定感染症予防指針の 見直しの検討を 行っているところであ る。 

ウ 発生動向調査 
( ァ ) 後天性免疫不全症候群、 梅毒 

感染症汝等「 2 条 第 Ⅰ 項 第 2 号に基づき全数届出 
( イ )  性器クラミジア 感染症、 性器ヘルペスウイルス 感染症、 尖圭 コン ジ ローマ、 

淋菌感染症 
感染症浅葉「 4 条第 2 項に基づき指定届出機関 ( 定点 ) が届出 

補助 先 : 都道府県、 政令市、 特別区 
平成 ]7 年度予算額 ( 案 ):836. 822 千円 l 6 年度予算 (792. 318 千円 ) 
事業内容 : 感染症の発生動向を 国へ報告するために 要する経費であ り 当 経費は 

感染症全体の 経費のため性感染症のみの 金額については、 算出でき 
ない。 
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   6 年度予算 (7, 875 千円 ) 

オ 健康診断 
性感染症に関する 特定感染症予防指針に 基づき、 保健所等が実施した 健康診断 

費は ついては、 特定感染症検査等事業において、 国庫補助を行っている。 

補助 先 : 都道府県、 政令市、 特別 E 
平成 17 年度予算額 ( 案 ):318, 「 64 千円 16 年度予算 (320. 291 千円 ) 
事業内容 : 都道府県、 政令市及び特別 E が保健所等で 行 う 性感染症検査 HIV 相 

談 ・検査及び性感染症又は HIV 抗体検査をする 40 歳以上の希望者に 
対して、 HBs 抗原検査、 HCV 抗体検査に対する 補助。 
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エイズ対策の 概要 

  
廣 廣 願     
年 年 年 

Ⅰ エイズの現状 

( ア ) エイズの概要 

発 見 : 1 9 8 1 年 ( 昭和 56 年 ) にアメリカで 初めて報告 

原因ウイルス :  ヒト免疫不全ウイルス Human  l ㎜ unode Ⅰ ciency  Virus  (H  I  V  ) 

感染経路 : ①性的接触 ②血液媒介感染 ③母子感染 
病 態 : H I V に感染した CD4 陽性リンパ球の 破壊による免疫機能低下 

症 状 : か Ⅰ 二 肺炎や ヵ ポジ肉腫等の 日和見疾患 

治 療 法 : 1 997 年からエイズ 発症を予防する 効果の高 い 治療薬の多剤 併 
用療法が導入され、 生存率が飛躍的に 改善されている。 

届 出 : 感染症 法 に基づき、 診断から 7 日以内に全数 報き (5 類 感染症 ) 

( ィ ) 日本の現状 
a  患者・感染者累積報告件数 ( 平成「 77 年 1 月 26 日エイズ動向委員会報告 ) 

・エイズ患者 : 3. 2 5 7 件 

・ H I V 感染者 : 6. 5 27 件 

・血液凝固因子製剤の 投与に起因する 患者・感染者数 : 「， 4 3 4 件 

b  近年の特徴 

・感染が依然として 拡大傾向。 
・首都圏を始めとする 都市部に集中し、 感染者は 20 ～ 40 代 、 患者は 

3 0 代以上が主体。 

・感染者の 95% 以上は性的接触による 感染 ( 不明例を除く ) 。 

特に国内における 日本国籍男性の 同性間性的接触による 感染が急増して 
いる。 

・平成 1 5 年の新規報告件数 エイズ患者 3 36 件 Ⅱ 1 V 感染者 640 件 

エイズ患者・ HlV 感染者報告 数 患者・ 惑 葉者報告 数 累計推移 
ア 00 ひ 
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忠 成 忠 成 鹿 皮 捷 皮 成 向 は 廣 弔 な 皮 廣 廣 鹿 皮 度 鹿 匝 廣 腹 用 皮 朋       年 年 年 年 年 年 年 年 年 0 ] z   年 年 年 

( ウ ) 世界の状況 
a  H I V 感染者数 : 3. 9 40 万人 

b  2004 年の新規 HIV 感染者数 : 490 万人 

c  2004 年のエイズによる 死亡者数 : 3 1 Q 万人 

[ 平成 1 6 年 1 1 月 2.5 日 UNA I DS ( 国連合同工 ィズ 計画 ) 発表 ] 

d 近年の特徴 : 患者、 感染者の 9 割以上がアフリカ・アジアに 集中し感染拡 

大が続いている。 欧米先進国では 感染拡大に歯止めがかかったとされる。 
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Ⅱ我が国におけるエイズ 対策 

現在、 平成「 1 年 4 月に施行された 感染症法の規定により 告示した「後天性免疫不 
全症候群に関する 特定感染症予防指針 ( エイズ予防指針 ) 」に基づいて 対策を講じて 
いる。 
水指針は、 エイズに関し、 国、 地方自治体、 医療関係者・ 患者組織を含む MG0 が 

ともに連携して、 予防と医療に 係る総合的施策を 患者の人権 を十分に尊重しつつ 進め 

ていくものであ る。 
特に、 感染の可能性が 疫学的に懸俳される 特別の配慮を 必要とする個別施策 層 ( 青 

少年、 外国人、 同性愛者、 性風俗産業従事者及び 利用者 ) に対して効果的な 施策を行 
うこととしている。 

0 研究開発の推進 
エイズ発症メカニズムの 解明、 治療法の開発などの 研究を実施 

( 最近の主な研究成果等 ) 

・多剤併用療法 (HAART) により H I V 感染者の日和見感染症合併頻度と 死 

亡率が低下した。 

・ H I V ウイルス除去処理した 精液を用いた 体外受精により 母兄に感染させない 

ことを可能にした。 

0 発生の予防及びまん 延の防止 
・正しい知識の 普及啓発 

厚生労働大臣を 本部長とするエイズストップ 作戦本部を設置し、 政府公報を 
始めとする PR 作戦を展開している。 また、 エイズ予防財団では 全国規模での 
予防啓発を実施し、 地方自治体においては 地域の実情に 合わせたきめ 細かな ェ 

イズ対策を行っている。 
、 保健所における 匿名無料検査・ 相談体制の確立 

フライバシー 保護の観点から 保健所に個室相談室を 設置し、 安心して 

相談が受けられる 体制を整備している。 
また、 保健所における 平日夜間や土日休日の H I V 抗体検査の実施について 

ば、 必ずしも十分な 取組がなされていないので、 迅速検査の導入など 利便性の 
高い検査体制の 推進を図っているところであ る。 

0 医療の確保・ 提供 
・エイズ診療の 基本的な考え 方はどの医療機関でも 機能に応じて 患者を受け入れ 
ることであ り、 患者・感染者が 安心して医療を 受けることができる 体制を整備し 

ている。 

身近な医療機関 

づ 一般的な診療 

エイズ治療拠点病院 ( 全国 47 都道府県 3 7 0 機関 ) 

づ 総合的・専門的医療 

地方ブロック 拠点病院 ( 全国 8 ブロック 1 4 機関 ) 

づ より専門的医療、 地域格差の是正 

エイズ治療・ 研究開発センター ( 国立国際医療センタ 一内 ) 

づ 最新の医療の 提供、 診断，治療法開発のための 臨床研究、 

医療情報の提供とブロック 拠点病院・拠点病院との 連携、 各種研修 
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H16 年度度 労笛漸費 新興・再興感染症研究事業「性感染症の 効果的な蔓 延防止に関する 研究」 

性感染症およびⅡⅣ感染症に 関する「特定感染症予防指針」に 基づく取り組み 状況の 

アンケート結果 概要 2005.02 報告資料 

主任研究者 小野寺昭一 ( 慈恵医大教授 )  2004.L2 月まとめ 

研究協力者 白井千香 ( 神戸市保健所 ) 中瀬克己 ( 岡山市保健所 ) 

目的 : 特定感染症予防指針策定 5 年後の見直しとして、 各自治体において、 指針に沿った 対 

策 をどのように 実施しているか 現状を調べ、 指針の評価の 一助とする。 HIV 感染症を含め 

た性感染症対策について、 各自治体における 予防対策の進捗状況と 課題を明らかにすると 

共に、 それぞれの予防指針を 再検討するために、 国へ提言する 資料とする。 

方法 : 全国の自治体 127 及び保健所 576 、 地方感染症情報センターを 含む地方衛生研究所 75 

に質問項目を 記載したアンケート 用紙を H16 年 8 月に郵送、 回収し集計した。 

結果 : 回答数自治体 109, 保健所 354, 地方衛生研究所 46 ( 有効回答率都道府県 : 本庁 87% 

保健所 61%, 指定都市 : 本庁 100% 保健所 58%, 中核・政令市 89% 特別区 70%, 地 衛所 48%) 

回答した自治体 ]09 の内訳 保健所 354 の設置主体 性感染症の定点パランスは 取れて 

いる 

特別区 C 特別区 

都道府 
  
75% 

性感染症と HIV 感染症に共通する 特定感染症予防指針の 各項目における 対策の現状 

、   回   "" 。   。 

・ HIV 感染症について、 保健所の 63% は年間の報告 数が 0 件、 都道府県単位では 45% が 5 

件以内、 21 件を超えるの ほ 5 保健所、 ぬ 自治体、 と報告は一部の 地域に集中化している。 

・発生動向調査の 統計・分析をしている 保健所は 15% 、 そのほかは本庁や 地方感染症情報 セ 

ンターがその 役割を担っているが、 衛生研究所では 業務 外 との回答も 2 割あ った。 定点の 

設定は都道府県単位で 行っており、 6 割の自治体で 的確な推定のため 設定を考慮していたが・ 

定点バランスは「わからない」が 半数。 発生動向調査以外の 独自調査は 6 自治体のみ。 

・発生動向調査結果について、 半数以上で施策に 活用、 8 割以上で情報提供していたが、 性 

感染症よりエイズに 関する方が、 既存資料もあ り健康教育などで 提供の機会が 多かった。 

2. 発生の予防および 蔓 延の防 について 

・普及啓発は、 学校への講師派遣が 8 ～ 9 割 ( ただし 年 1 ～数回が限度 ) 、 指導者研修が 7 

割、 若者・女性・ 個別施策費や 外国人への取り 組みは少なかった。 

・検査提供の 機会は、 保健所で実施しているのは HIV99% 、 梅毒・ウイルス 性肝炎約 70% 、 

性器クラミジア 45% 、 淋菌が 6% 、 平日昼間が多く 平日夜間やイベント 等特定日の検査は 

2 割弱、 保健所以外での 検査は主に夜間、 土日に HIV 対象に 19 自治体で実施していた。 HIV 
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迅速検査は保健所の 12% (48 か所 ) 、 保健所以外では 5 自治体で実施していた。 

・相談体制について、 8 割の保健所で 職員研修実施、 研修を受けた 職員を性感染症・エイズ 

対策へ配置は 7 割、 検査前後の相談体制整備は 6 割、 職員の専任は 4 割 ( うち保健郎 9 割 ) 。 

・コンドームの 使用普及と配布は 7 割の保健所で 実施、 配布の機会は 啓発イベントや 学校 

での性教育、 検査相談 日 等、 受け手側へ抵抗のないよう 配慮しているところもあ った。 

3.                          について 

・医療機関への 診断・治療指針の 普及について、 15 都道府県、 2 指定都市で実施、 性感染 

症学会、 エイズ学会作成のガイドラインをいずれも 配布していたのは 4 自治体のみ。 

・ H Ⅳ感染症の医療について、 保健所の経験した 対応は、 拠点病院への HIV 感染者の紹介 

35% 、 歯科産婦人科等 他科 受診の連携 21% 、 在宅支援 12% 、 保健医療と福祉サービス 等の 

調整 12% 、 そのほかは「経験なし」または「わからない」と 医療への関わりは 少ない。 

4. 関係機関との 連携 強ィ は ついて 

・性感染症対策とエイズ 対策の連携は、 保健所及び自治体の 8 ～ 9 割で実施。 検査や相談、 

健康教育等で 同時に対応していた。 

・地域のネットワーク 体制の構築や NGO との連携 は 3 割弱、 患者家族向けの 情報提供や心 

のケア、 外国人や個別施策 層へ 関する医療の 推進は 2 ～ 6% で、 献血時の注意 (HIV 検査目的 

をなくす血液の 安全性確保 ) など日本赤十字社との 連携は 7% であ った。 

5.  究 開発の推進 について 

  調査研究へは、 保健所、 自治体単位いずれも 12% が関わっており、 その半数 (23 件 ) は 

厚生労働省科学研究費による 事業で、 自治体独自の 調査研究は 9 件であ った。 

。   唾   "" 。   。 

・プライバシー 保護のための 相談窓口 は 、 6 割の保健所で 設置 

・差別偏見防止のための 取り組みは、 5 割強で実施していた。 

・差別事例の 具体策は「実施あ り」が 3%  ( 実数 10 保健所 ) 、 「経験なし」が 78% 

7. 保健所の機能強化 について 

， 国への要望は、 発生動向調査の 強化、 予算の確保、 厚党首と文科 省 との「統一した」指 

針、 学校教育で性教育の 強化、 マスメディアへの 働きかけ等が 共通していた。 

・エイズ・性感染症対策における 機能強化の具体的な 計画について、 自治体単位では 中核 

市・政令市・ 特別区の 4 割弱、 保健所単位では 2 割弱で策定していた。 

・都道府県が 策定している 感染症予防計画が、 エイズ及び性感染症対策の 立案に参考にな 

ると答えたのほ 半数に留まり、 2 割は「見ていない」と 答えていた。 
評価および課題 

性感染症と H Ⅳ感染症対策はほぼ 連携していたが、 保健所でほ発生状況の 把握は十分でな 

く 、 自治体は地域の 現状を踏まえた STI 佃 W 対策の実施に 苦慮している。 ただし、 発生動向 

調査結果を利用した 情報提供や学校での 健康教育、 コンドーム使用の 推進等、 一般施策は 7 

～ 8 割が関与しており、 今後は取り組みの 弱い若者・女性・ 個別施策 層 ・外国人等への 予防 対 

策や患者・感染者に 対する医療及び 生活支援のための 連携を総合的に 推進すべきであ る。 保健 

所の機能強化は 人材・予算・ 組織に課題があ り、 国及び自治体のイニシアチブが 重要と考える。 
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